
 

参考 

動物用医薬品（オイゲノール）に係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての

意見・情報の募集結果について 

 

 
１．実施期間 令和２年９月 16 日～令和２年 10 月 15 日 

 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 

 
３．提出状況 １通 

 
４．意見・情報の概要及び食品安全委員会の回答 

 意見・情報の概要※ 食品安全委員会の回答 

１ 極めて微量な残留量からしますと、

「考え方」に基づき「本項目に該当する

成分の食品健康影響は無視できる程度

と考えられる。」としているのは理解で

きますが、動物へ悪影響の懸念は消えま

せん。医薬品投与によりその畜産物に質

的ダメージはないのでしょうか？ 

医薬品は原則使わない畜産を徹底す

るためにも、食品への残留許容値を厳し

く制限するよう、お願いします。 

今回の評価は、本成分の食品中の残留基

準に関して、現行のリスク管理措置の妥当

性に着目した形での評価要請があり、食品

健康影響評価を行ったものです。 

本成分が現行のリスク管理の範囲で使

用される限りにおいて、本成分の食品を介

したヒトの安全性は担保されていると考

えます。 

動物用医薬品の規制に係る御意見は、リ

スク管理機関である厚生労働省及び農林

水産省に情報提供させていただきます。 

※頂いた意見・情報をそのまま掲載しています。 


